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平成２６年度第２回長崎地域福祉有償運送運営協議会  
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日時：平成 27 年 1 月 27 日 14：00～16：30 

場所：長崎市男女共同参画推進センター  

アマランス研修室１、２  
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定刻となりましたので、ただいまから、平成 26 年度第 2 回長崎地域福

祉有償運送運営協議会を開催いたします。  

委員の皆様におかれましては、本日はお忙しい中ご出席いただきまし

てありがとうございます。  

私は、会の進行を務めさせていただきます、長崎市介護保険課の松尾

と申します。よろしくお願いいたします。  

まず始めに、長崎市障害福祉課長の辻田がご挨拶申し上げます。  

 

皆さん、こんにちは。 

障害福祉課長の辻田でございます。  

委員の皆様におかれましては、大変ご多用の中にご出席を頂きまして

誠にありがとうございます。  

本日は平成 26 年度第２回目の長崎地域福祉有償運送運営協議会の開催

となります。 

今回の協議会では次第にございますように、一般社団法人長崎福祉サ

テライトさんの登録申請、特定非営利活動法人浦上の丘福祉支援サービ

スさんの対価の変更、及び今年度の上半期における３団体から提出され

た実績報告ついてご協議をお願いするものでございます。  

どうぞ皆様から忌憚なきご意見をいただきますようお願いいたしま

す。 

 

 

それでは、協議会の定足数についてご報告いたします。 

 本日の協議会については、委員 20 名の内、14 名が出席されており、長崎

地域福祉有償運送運営協議会設置要綱第７条第２項に規定する過半数に達し

ておりますので、本日の協議会は成立しますことをご報告申し上げます。 

 また、本日欠席の委員は牧委員、四元（よつもと）委員、橋田委員、三井

委員、花田委員、藤本委員でございますが、花田委員につきましては代理と

して長不町民生委員児童委員協議会副会長の市川（いちかわ）様に、藤本委

員につきましては代理として都市計画課公共交通係長の高島（たかしま）様

にご出席いただいておりますので、ご報告いたします。 

 

次に会議及び会議録の公開についてお諮りします。この運営協議会は傍聴

の申し出があった場合は傍聴を認めており、本日は１名の方が傍聴されてお

ります。また、会議録につきましても、第１回運営協議会同様、委員名をア

ルファベットの A、B 委員と記載し、ホームページで公開することとさせて
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いただきたいと存じますが、同意いただけますでしょうか。 

 

 

異議なし 

 

 

 ありがとうございます。 

ご異議無いようですので、これまでと同じく、公開とさせていただきます。 

 

次に本日の配付資料について確認いたします。 

お手元に５種類の資料を配付いたしております。A4 の 1 枚ものが 2 枚ご

ざいますが、１つ目が本日の「次第」、次に「座席表」となっております。そ

して、冊子が３つございまして、１つ目が「運営協議会資料」、次に「運営協

議会別冊資料①」、最後に「運営協議会別冊資料②」です。お手元にあること

をお願いいたします。 

なお、別冊資料①及び別冊資料②については、表紙にも記載いたしており

ますが、協議会終了後に回収いたしますので、自席の机に置いたままご退席

くださいますようお願いいたします。 

それでは、早速、次第の「２議事」に移りたいと思います。ここからの進

行につきましては、会長にお願いいたします。 

 

 

皆様、こんにちは。皆様大変お忙しい中この会にご出席いただきまして、

心から感謝いたします。 

 それでは、早速、「２議事」の「（１）協議事項」の「ア自家用有償旅客運

送の登録について」ご協議いただきます。 

今回、一般社団法人 長崎福祉サテライトさんの登録申請について協議さ

れますので、長崎福祉サテライトのご担当の方は、説明を求められた際に、

随時、説明を行っていただきます。それから、合意するか否かの協議の時間

帯は、退室していただきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。 

具体的な協議に入ります前に、まず、運営協議会での協議内容について確

認したいと思います。事務局から説明をお願いいたします。 

 

 

それでは、お手元の「平成 26 年度第２回長崎地域福祉有償運送運営協議

会資料」の 23 ページをお開きいただいてよろしいでしょうか。 
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国土交通省自動車交通局長通知のガイドラインになりますが、これが運営

協議会具体的な協議を行っていただく事項になりまして、抜粋して示したも

のになります。具体的には「３．協議を行うに当たっての具体的な指針」の

「（１）NPO 等による自家用有償旅客運送の必要性」がある場合とは、バスや

タクシー等の公共交通機関のみでは、要介護者や、身体障害者などの移動制

約者に対する十分な輸送サービスの確保が困難と認められる場合のことです

が、長崎地域の実情に忚じてご協議、ご判断をしていただく必要がございま

す。 

「（２）運送の区域」ですが、運営協議会で協議が調った市町村を単位とす

るものとされております。 

24 ページをご覧ください。「（３）旅客から収受する対価」ですが、実貹の

範囲内であると認められること、営利を目的としていると認められない妥当

な範囲内であることが求められております。具体的には、運送の対価は、当

該地域内におけるタクシーの上限運賃の概ね１／２範囲内であること。また、

運送の対価以外の対価については、実貹の範囲内であること等となっており、

申請者が設定された対価の妥当性についてご協議願います。 

「（４）運送しようとする旅客の範囲」については、身体障害者・要介護者・

要支援者・その他肢体丌自由等の旅客が、他人の介助によらず移動すること

が困難であると認められ、かつ、単独でタクシーなどの公共交通機関を利用

することが困難な者であって、運送しようとする旅客の名簿に記載されてい

る者となっております。申請書類に旅客の身体状況が記載されておりますの

で、運送の対象とすることの妥当性についてご判断をお願いいたします。 

「（５）その他必要と認められる措置」ですが、道路運送法施行規則上の規

定や要件を記載しております。必要に忚じ、申請者に対してご確認いただき

たいと思います。説明は以上です。 

 

 

はい、ありがとうございます。長崎福祉サテライトさんより、今回の登録

申請に当たり、理由、あるいは経緯、地域の現状等について述べていただき

たいと思います。長崎福祉サテライトさん、よろしくお願いします。 

 

 

一般社団法人長崎福祉サテライトの代表理事の朝長と申します。よろしく

お願いいたします。 

 なぜ、福祉有償運送を始めようとするかということにつきまして、地域の

現状と問題点などを踏まえまして、述べていきたいと思います。 
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事務局 

 

 

 私が住んでいる所の琴海中部自治会の中で、福祉部というのがございまし

て、福祉部のメンバーは、琴海行政センター、社協、民生委員、介護事業者、

認知症サポーターリーダーなど、地域の福祉に携わる方で構成されており、

ゲストで毎回包拢支援センターの方もお招きしておりまして、月１回会議が

行われているのですが、この福祉部の会議の中で、60 歳以上の方に困ってい

ることや手伝ってほしいことのアンケートを行い、色々な回答の中に、足回

りの丌安という項目がありました。今現在、福祉有償運送としてではなく、

地域のボランティアとして輸送等をお手伝いしている中で、その会員のほと

んどは、今長崎市になりましたが、琴海の北部、中部にお住まいの方がほと

んどでございます。長浦岳、尾戸や大平などの半島の、民家がバス停までの

距離が長くある方など、そういうところに住まわれている方を輸送しており

ます。 

高齢化が進む中、免許を返納する方も多く、独居の方も増えており、若い

家族がいるご家庭でも、日中は市内の方に仕事に行っている方が多く、日中

独居となっている方々が結構いらっしゃいます。そういう方々が、付き添い

人無しで買い物や受診に行くのが難しいという現状があっておりました。病

院や買い物、サロンなどの外出の機会が減ると、引きこもりがちになりやす

く、社会活動への参加の意欲が低下することになります。 

そこで、現在、既存の交通のバス、タクシー、もちろん介護タクシー、デ

マンドタクシーもありますが、もっと高齢者にとって暮らしやすい地域づく

りの手段として、福祉有償運送という手段があるのではないかと協議の中で

話し合いがまとまった次第であります。これが、登録申請の経緯でございま

す。以上です。 

 

 

はい、ありがとうございます。長崎福祉サテライトさんのご説明がござい

ました。委員の皆様方のご質問等があると思いますけども、その前に事務局

の方からもう少し、詳しい内容の説明をしていただきたい。その後で、まと

めて、ご質問等をいただきたいと思います。 

それでは、長崎福祉サテライトさんから提出された登録申請資料について、

事務局から説明をお願いいたします。 

 

 

それではご説明いたします。まず、協議会資料の１ページをご覧ください。

登録申請に関する資料につきましては、別冊資料①となっておりますが、主

要な登録申請内容等について、他の３事業所と併せてまとめておりますので
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ご参照ください。 

続いて別冊資料①をご覧ください。表紙を１枚めくっていただきますと、

提出資料の一覧表を付けております。全部で 41 ページの資料となっており

ます。 

１ページは、協議会会長あての協議申請書です。２ページから３ページは

登録申請書で、３ページにおいて、運送自動車数は２両、うち軽自動車は１

両でとなっております。運送しようとする旅客の範囲についてですが、イ身

体障害者、ロ要介護者、ハ要支援者、ニその他となっておりますが、こちら

申請された時点で私どもが気付いてなくて申し訳なかったのですが、こちら

には、イ、ロ、ハ、ニのうち、実際、ご申請いただく旅客の中に、イの身体

障害者の方がおられませんので、旅客の中に該当する者がいない区分につい

ては申請できないというふうになっておりますので、イの部分については、

削除していただく必要があると思っております。 

４ページから 12 ページは定款です。13 ページから 14 ページは履歴事項

全部証明書です。15 ページは役員名簿です。16 ページは、「いわゆる欠格事

項に該当しない旨を証する書類」として、宣誓書が提出されております。 

次に、17 ページは「運営協議会において協議が調ったことを証する書類」

ですが、こちらは、この協議会において合意に至りましたら事務局が作成し、

交付することとなっております。 

次に 18 ページから 24 ページは、「自家用有償旅客運送自動車についての

使用権限を証する書類」として、車両運搬具賃貸借契約書、車検証及び自動

車保険証券が添付されております。 

次に、25 ページから 28 ページには、運転者に関する書類が添付されてお

り、運転者数は２人となっております。29 ページは運行管理の責任者の就任

承諾書となります。 

次に、30 ページが運行管理の体制等を記載した書類となります。31 ペー

ジが「旅客その他の者の生命、身体または財産の損害を賠償するための措置

を講じていることを証する書面」として、宣誓書が提出されております。 

次に、32 ページから 33 ページが「旅客の名簿」と「主な身体状況等、態

様ごとの会員数」の一覧表となっており、13 人が登録予定となっております。

34 ページから 40 ページまでは、その 13 人の方の身体等状況票です。それ

では、34 ページより順を追って見ていただきたいと思います。 

まず、34 ページをご覧ください。上段の方は、84 歳男性、要介護２で、

定期受診以外の通院が利用目的となっており、杖歩行で、認知症がある方で

す。下段の方は、84 歳女性、要支援２で、買い物が利用目的となっており、

道路状況も通りに出るまで舗装されておらず、認知症があることに加えて歩
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行丌安定の方です。 

35 ページをご覧ください。上段の方は、87 歳男性、要支援１で、受診の

ための通院及び買い物が利用目的となっており、変形性膝関節症のため歩行

丌安定の方です。下段の方は、88 歳女性、要支援２の方で、買い物及び定期

受診のための通院が利用目的となっており、両変形性膝関節症で、杖歩行の

方です。 

36 ページをご覧ください。上段の方は、75 歳男性、要介護４で、気分転

換のための外出が利用目的となっており、車椅子を必要とする方です。下段

の方は、83 歳男性、要支援１で、体調丌良時の通院が利用目的となっており、

両変形性膝関節症、頸椎症により歩行丌安定の方です。 

37 ページをご覧ください。上段の方は、91 歳女性で、要介護度・等級は

ございません。定期受診のための通院が利用目的となっており、道路状況も

山道で舗装が無く、腰が深く曲がっており、歩行丌安定で、介助無しでは外

出困難な方です。下段の方は、86 歳女性、要支援１で、定期受診や買い物が

利用目的となっており、股関節や右大腿骨頸部骨折の既往歴があり、杖歩行

の方です。 

38 ページをご覧ください。上段の方は、84 歳女性、要介護１で、グルー

プホームに入所、趣味の講座への参加が利用目的となっており、歩行丌安定、

認知症により金銭管理丌安の方です。下段の方は 95 歳男性、要介護１で、

通院が利用目的となっており、車椅子を必要とする方です。 

39 ページをご覧ください。上段の方は、94 歳女性、要支援２で、通院が

利用目的となっており、心疾患があり、歩行困難な方です。下段の方は、90

歳男性、要介護１の方で、気分転換のための外出が利用目的となっており、

杖歩行で歩行丌安定の方です。 

40 ページをご覧ください。上段の方は、87 歳男性、要介護２で、グルー

プホームに入所、サロンへの参加が利用目的となっており、歩行丌安定の方

です。 

最後に 41 ページをご覧ください。上段は、移送予定人数及び移送予定回

数、下段は、旅客から収受する対価となっております。 

対価につきましては、２㎞以下 300 円、２㎞以上は１km につき 100 円を

加算となっており、タクシー運賃の概ね２分の１範囲内にございます。また、

運送の対価以外の対価として、待機料金が 15 分以内無料、それ以降 15 分毎

に 200 円が設定されております。 

ご提出いただいた資料の説明は以上です。 
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会 長 

 

 

 

 

 

A 委員 

 

 

 

 

 

はい、ありがとうございます、それでは、事務局の方からご説明いただき

ましたけども、34 ページからの身体状況票において、その中で、利用目的が

今回初めて、例えば「買い物」ですとか、「気分転換のための外出」ですとか、

あるいは「趣味の講座やサロンへの参加」といった、従来の通院目的以外の

ものがありました。この点につきまして、副会長からご意見をいただければ

思います。 

 

 

利用目的については、福祉有償運送のガイドラインの中には、旅客の範囲

がありますが、利用目的については、制限はございません。この運営協議会

の中で、今までご議論いただいた中では、通院を目的としていました。旅客

の範囲は該当するということですけど、この身体状況票の中の、36 ページの

上段の方の「気分転換の外出」とか、38 ページの上段の女性の方で「趣味の

講座への参加」、39 ページの下段の方の「気分転換の為の公園等の外出」な

どがありますが、交通事業者さんで対忚が困難な対象者で、こういった目的

を福祉有償運送の利用目的として、必要性があるのかどうか、ガイドライン

の中にも書いてありますように、福祉有償運送でやむを得ないというご判断

を得られれば、運送の対象として認められるということになります。 

先程も申し上げましたが、利用の目的の決まりはない。そう言いながらも、

何の目的でもいいということではありませんので、福祉の有償運送の必要性

という観点から、福祉有償の旅客として該当するというご判断をいただけれ

ばということになろうかと思います。 

 

 

はい、ありがとうございます。今、副会長のご意見がありましたけども、

利用の目的については、制限がある訳ではないというご説明がありました。

必要とする理由がしっかりしてれば、変な話ではないということです。 

皆様方からの質問、意見等ありませんか。 

 

 

利用目的が規制されていないというのはわかるのですが、その場所が基本

的に、タクシーとかバスの公共交通機関の空白地帯になっている場所なのか

というのが一つと、グループホームというのがありますが、本来グループホ

ームに入っていらっしゃる方は、グループホーム内で対忚できるのではない

のでしょうか。 

 



- 9 - 

 

 

 

申請者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

B 委員 

 

 

 

 

会 長 

 

 

 

会 長 

 

 

 

事務局 

 

 

 

グループホームの利用の方が 2 名いらっしゃいますが、グループホームは

基本、認知症の方が入られる施設であり、その中でご家族の面会がある利用

者さん、無い利用者さんがいる。介護という部分の中で全て、必要である介

護と、また、毎日外に出たいという利用者さんがおられた場合に、全てを必

ず利用者さんの希望どおり対忚するのは丌可能であると考えております。そ

の際に、福祉有償運送という手段を使って、利用者の希望により 100%に近

づけるという意味での、毎回 100%の福祉有償運送の手段を使ってという意

味ではなく、毎日外出したいという方への支援として考えております。 

 

 

うちの方でもグループホームをやっているので、大方だいたい分かるので

すが、少なくとも料金が安いからということで使うのであれば、我々も国か

ら許可をもらってですね、利用者さんの安全を担保しつつ、運営しておりま

すので、ここが本当にこの利用者さんにとって、本当にタクシーが来ない場

所であって、本当に丌便であるということが証明されれば、これはしょうが

ないと思いますけど、この辺が僕は曖昧と思いますので、もっとしっかり、

具体的にお聞かせいただければと思います。 

 

 

ここの地区は、デマンドタクシーが通っていると思います。デマンドタク

シーは 100％稼働している訳ではなく、まだまだ、利用できる余地がたくさ

んあると思います。 

 

 

デマンドタクシーについて、事務局の方で資料を準備されておりますので、

皆様の方にお配りいたします。 

 

 

今、配布いたしました、デマンドタクシーに関する資料について、事務局

の方から説明をお願いいたします。 

 

 

市のホームページから抜粋したもので、琴海区域のデマンドタクシーと、

琴海の尾戸の方にはコニュニティーバスも走っており、琴海地域の交通手段
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会 長 

 

 

 

 

申請者 

 

 

 

として市が関わっている資料になります。運行区域を見ていただくと、琴海

の地図がすごくわかりやすいのではないかと思います。 

委員さんの中に都市計画課の方がいらっしゃいますので、よろしかったら、

ご説明をお願いできないでしょうか。 

 

 

琴海区域のデマンドタクシーについて、今お配りさせていただいた資料に

基づいて説明させていただきたいと思います。まず、運行する区域ですけど

も、資料の２ページ目になりますが、琴海区域の振り分けをしまして、大き

く６つの区域に分けまして、その区域から国道 206 号線をとありますけど、

こちらを繋ぐような形で運行をいたしております。１ページに戻っていただ

きまして、運休日ですが、土・日・祝日と 12 月 31 日から１月３日までを運

休といたしております。併せて、予約が必要なものですから、前日までに予

約がなかった場合も運休となります。運行時間は午前７時から午後７時まで。

運行便数については、先程の６つのエリアに分けまして、１運行エリアあた

り１日４便となっております。運賃ですが、大人 300 円、小人 150 円となっ

ております。先程も申しましたけども、予約での運行になっておりますので、

予約方法になりますが、前日の午後５時までに、ご利用者さんで連絡をする

ような形で運行いたしております。運行主体といたしましては、有限会社琴

海タクシーさんとなっております。 

あと、下の方にコミュニティバスというのがございますけれども、こちら

の方につきましては、琴海の尾戸半島の方で運行いたしております。運行時

間が午前７時 30 分から午後７時５分まで。運行便数は１日８便、運賃は大

人 140 円～350 円、小人 70 円～180 円。こちらの方は、運行主体は長崎自

動車株式会社となっております。概要については以上でございます。 

 

 

はい、ありがとうございます。だいたいデマンドタクシー概要についてお

分かりいただけたと思います。申請者の方から、もう少し説明をいただけた

らと思います。 

 

 

運行管理者をしております北と申します。よろしくお願いいたします。38

ページの上段のグループホーム入所の方ですが、こちらの方が通われる趣味

の講座の場所ですが、このデマンドタクシーの地図で見ますと、グループホ

ームの位置はエリアの長浦町にあり、趣味の講座の場所が村松町の方になり、



- 11 - 

 

 

 

 

会 長 

 

 

 

申請者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会 長 

 

 

D 委員 

 

 

 

 

 

 

デマンドタクシーでの移動は難しいということになります。 

 

 

デマンドタクシーでの移動は困難だということですね。デマンドタクシー

自体はこのエリアのみの移動となる訳ですね。 

 

 

私の方で補足させていただきます。このデマンドタクシーのエリアのです

ね、共通部分のエリア、北部、中部、南部共通エリアというのは、２つにま

たがっている部分というのは、運行可能区域と認識しております。この共通

エリアの中でも、病院受診又は買い物、利用者様が希望された区画に行く場

合ですね、共通部分のエリアに病院があり、そして、単なる買い物である場

合はデマンドタクシーが利用できるかと思います。また、補助があれば、先

ほど登録している方々はほとんど一人での移動は困難ですので、この方たち

をお連れする場合はデマンドでも行けるかと思います。 

ただ、行きたい買い物の場所や、希望の受診病院の場所が、必ずしも、自

分の住んでいるところのデマンドタクシーの運行区域に該当するかというの

は、現状なかなか難しいと聞いております。なので、デマンドタクシーで、

交通機関があるところで降り、バスを利用するということはお一人でいかれ

る方は可能なんでしょうけど、ここに記載している方々は、一人ではもちろ

ん認知症とかあられる方がほとんどですので、デマンドタクシーを使い、既

存のバスを使い、そして、遠出というのは難しいかと思いますので、こうい

うケースの場合は、この福祉有償運送を利用していただけたらと思っており

ます。 

 

 

いま、ご説明いただきましたけれども、皆様いかがでしょうか。 

 

 

この福祉有償運送の中でですね、利用の範囲というところで、イとハにつ

いては、事務局の方で、イは範囲者がいないから、登録はできませんよと。

そうじゃなくて、イとロは範囲者がいなくても、認定があればできるんです

ね。ところが、ハとニというのは、運営協議会でないと運行が可能かどうか

を運営協議会で決定しないといけない。イとロは事務局の方で、利用できる、

できないかを判断して、ハの要支援と二のその他の障害等については、これ

は運営協議会で利用できるか、福祉有償を利用するに値するかということに
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なります。特に 37 ページの上段の要介護・等級なしは、福祉有償運送でな

くてではできないということになりますので、このところを、皆様に追加し

て皆様にお話しいただけたらと思います。 

 

 

はい、ありがとうございます。申請者の方いかがでしょうか。37 ページ、

上段の要介護度、等級なしですが、この身体状況の必要とする理由あたりを

もう少し詳しくご説明をお願いします。 

 

 

こちらの 37 ページの上段の方ですが、こちらの方の意向として介護の申

請を出したくないというご希望があって、その中で、こちらの方がご自宅が、

地図でいきますと、この 206 号線から山間の方に２㎞程度あがったところに

住んでらっしゃいます。ご家族は、日中は仕事をされていて支援はできず、

腰がかなり曲がっており、歩行も庭の回りを歩くくらいであれば可能なんで

すけども、ここから、坂自体かなり角度があり、この方が歩いて、下ってと

いうことはかなり難しいところです。また、介護度が出ておりませんけども、

認知症という物忘れがあり、タクシーを使った時の支払いが困難である。こ

ういったところで、福祉有償運送が利用できればと思います。 

 

 

はい、ありがとうございます。その他皆様方からのご意見、ご質問等ござ

いませんでしょうか。中身を見ればですね、この身体等状況票の詳しく必要

とする理由のところ見ればですね、例えば、バス停までの距離が２㎞と書い

てあります。それから、必要とする理由の中には、認知症があるとか、ある

いは、さっきの方ですと、物忘れのと書いてございますけども、少し認知症

みたいなところがあるのかもしれないですね。こういう個別の理由というの

は確かにあると思います。しかも高齢でたぶん一人では外出できない状況で

すね。皆様方のもう少しご意見をお願いします。 

 

 

この 37 ページの上段の方ですね、例え本人が認定を受けたくないという

話ですね。ご家族もおられて、ご家族が対忚できるようであれば、せっかく

の支援があるからですね、要介護とか要支援のとか。利用しないということ

であれば、こういう位置づけをしていただく、どこかで一定の歯止めがかか

ってないと、歯止めといいますか、どこまで例えば要介護・要支援の要因に
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なる要件ということでかかってないと、これはどこまででも広がっていく可

能性もあると思います。これは、福祉有償運送に限らず他のことでもそうだ

と思いますけども、そしたら、この 91 歳の方の事情はすごくわかる。そし

たら、周りの方が申請をすればどうですかという、申請をされて認定を受け

るということはできないんですか。なんかあまりにもしたくないからしない

というだけではなくてですね、ひとつの境界層といいますか、約束事があり

ますので。おそらく申請されればそういう状態の方だったならば、支援なり

の認定がされるんじゃないか、専門じゃないのでわかりませんけども。そう

いうところがどうか。こういう手続きを、おそらく申請するのが煩わしいと

いう話ではないんですよね。そこのところはわかりませんけども、皆さま方

が、要介護、要支援なりの認可がとれればですね、そうしていただければ、

あまりにもこう、拡張された部分に入ってくるものであります。そこのとこ

ろはどうでしょうか。 

 

 

はい、いまのご意見について。 

 

 

もちろんながら、申請されたら、要支援、要介護なりがつくと思うのです

が、その方を、申請すればいいのではないかというのは、ちょっと、我々が

ですね、もちろんした方がいいとは、ご家族のためにも、本人のためにもな

るかとは思いますし、それは思ってはおるのですが、今の福祉有償運送の運

ぶ・運ばないということにつきまして、ニのその他に該当する方ではないか

と思ってここに記載した次第であります。もちろん、考え方としては、E 委

員がおっしゃったように、周りの、そういうふうな、説得であるとか、情報

を不えてあげるとか、そういう動きが必要かとは感じております。 

 

 

 

福祉有償運送というのは、道路運送法のなかで定められているもので、そ

の他の障害というのは、心身障害とか、認知症とか、そういった方なんです。

きちっとそういうふうな、さっき聞きました介護保険の要支援・要介護など、

何らかの資格を取ってもらって、無しであれば、運行形態を利用する上では、

一忚、市役所のいろんな手続きを経て、そういうふうな、要支援でもいいか

らもらってくださいと、いうようにしないと、これはしょうがないという問

題と思っております。 
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ちょっと、副会長からお願いします。 

 

 

運営協議会の資料のですね、23 ページの、抜粋しているガイドラインの３

の（１）の①ですね。「福祉有償運送について」です。ここで、福祉有償運送

が認められる場合とは、タクシー事業者等による福祉輸送サービスが実施さ

れていないか、実施されていても認められる場合と、具体的に地域のタクシ

ー事業者さんの、移動制約者の需要量に対して供給量が丌足しているとか、

そういったところが、判断の材料になるのかなというところと、身体等状況

票の中で、36 ページ上段の方に車椅子の利用とあります。38 ページの下段

の方も車椅子が必要ということなんですけど、認定申請をされる・されない、

車椅子とか、寝台車とかではないというところもありますので、そういった

意味で既存のタクシー事業者さん、福祉車両でやっているところを含めて、

福祉限定の事業者さんとかいらっしゃると思いますので、ようするに、事業

者さんでここの 23 ページにありますように、いらっしゃるけど、車椅子の

お客様が混んでおられて、ポンて来られて対忚できないと、そういったとこ

ろで、ようするに、タクシー事業者さんとか、福祉限定の事業者さんとか、

車椅子とか寝台車とか回転シート車とか、ストレッチャーですね、そういっ

たところが、タクシー事業者さんが対忚できないというところも、データ的

なものとか、そういったものがないと、この身体状況票の必要とする理由だ

けでは、なかなか難しいものがあると思っております。 

それと、いまこの資料のですね、ガイドラインの、24 ページの(4)の運送

しようとする旅客の範囲において、他人の介助によらず、移動することが困

難であると認められ、単独では公共交通機関を利用することが困難な身体障

害者、要介護者、要支援者、その他肢体丌自由･･･その他障害を有するものと

いうところで、この身体等状況票の中で、対象者というのは、単独で行くの

は困難なというところの方と思うのですが、要支援、要介護の方は、ケアマ

ネさんのケアプランであるとか、介護報酬の対象の部分であるとか、必ずし

も、認定しただけでお運びしてということなのか、その辺ちょっとわからな

いんですけど。総合的にですね、必要であるかどうかというところの、もう

ちょっとこう、色々な データといいますか、資料等を踏まえて、ご判断・ご

検討されることなのかなと思います。 
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会 長 

 

 

 

 

 

 

はい、ありがとうございます。 

申請者の方から何かございますでしょうか。 

 

 

よろしいでしょうか。この登録申請の段階において、個別の身体状況にお

いての必要性ということではなく、この地域において、かつ、タクシー、も

ちろん、デマンド、介護タクシーすべての交通ですね、鑑みた上で、果たし

て今この地域はこれで交通網が完成しているのかというのを、まず大前提に

考えていただきたい次第であります。身体状況というのは、実際ここに掲載

している方々、13 名おられはするんですが、地域の状況を踏まえて、という

ことで説明をしたときに、社協の方、地域包拢支援センターの方、民生委員

の方、色々な方が含まれている地域の方々が、その中で協議をして、その上

で、なお交通手段が丌足していると、我々は感じておりますし、この 13 人

の方々の身体状況は、ケアマネージャーを通して集めた訳ではないというこ

と。いま我々は、無償ボランティアという形で、地域の方たちを運んでいる

のが現状です。なので、ここに書けてない方も実際います。そして、この方

たちにですね、最初の段階で、もし福祉有償運送が始まれば、身体等状況票

がないと利用できないからというお願いはできるんですが、今は身体等状況

票そのものがですね、家族の構成とか、必要とする理由とかですね、逐一情

報を集め、ここの記載するのが正直難しい状況にあります。これについては、

もちろん一人ひとりですねこの場で協議する上で、集めないといけないとは

思うんですけども、この身体等状況票だけで、交通網がいらないかという判

断ではなく、まず交通網がどれくらい整備されているかを皆さんご理解して

いただいたうえで、福祉有償運送そのものが果たしているかどうか、その上

で、この人たち、個別の方たちに果たして必要かどうか。順番というか、身

体状況票からみた必要性と追加で、ちょっと地域としてみた上で、福祉有償

運送の必要性があるかどうかがお聞きしたいなと思っています。 

 

 

この運営協議会はですね、出てきた状況について、この協議会で判断する。

したがいまして、申請者の方で一忚、そういうふうな情報は出していただく、

というふうに考えております。こちらで色々調べるのではない。したがいま

して、運営協議会というのはそういう立場ですので、ここで一から十まで全

部調べて、協議するという話にはならない。出てきた情報、申請者に対して、

どういうふうに考えましょうかというのが。 

この申請者の方で考えられてるシステムを全面的に否定してやろうという
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風に僕らは思っていません。そこをちょっと勘違いされている。ですから、

さきほど副会長からご意見伺いましたけども、地元のタクシー会社の方で、

そういうふうな、準備ができるのか。そういうことだって、本当はもし足り

ないんだ、全体的に足りないんだというふうな情報をいただければ、その話

をもとにこちらで判断する。むしろそういうふうな、状況の説明が足りなか

ったのではないか、と私は思います。 

皆様方、いかがですかね。 

 この協議会の立ち位置は、そういうことだと。出てきた資料に対して、判

断しますので、今回は、出てきた資料についてどういうふうに協議するか、

ですので、協議をしやすいような状況を作ってほしい、むしろ沢山情報を出

してほしいというふうに思います。 

 

 

会長がおっしゃるとおりですね、福祉有償運送という法律の中で、運送し

ようとする旅客の範囲は、イ・ロ・ハ・ニとありまして、イは身体障害者、

ロは要介護者、ハは要支援者、ニはその他肢体丌自由、内部障害、知的障害、

精神障害などの障害を有するものとなっており、その中でイとロは事務局で

確認すると、で協議会に報告するとなっており、ハとニについては運営協議

会でこの人が福祉有償運送の利用者としてどうなのかを判断することになっ

ていますので、なので会長が言われたのは正しいのかなと。37 ページ上段の

要介護度・等級無しいうのはありますが、行政なりにそれだけの必要であり

ますという証明を、要介護なり、要支援なりをもらうとか、あるいは身体が

悪かったら身体障害者の手帳をもったらどうかとか、そういうことは要件の

中に含まれているのではないかと思います。     

 

 

はい、ありがとうございます。 

そのほか、何かございますでしょうか。 

 

 

38 ページのですね、世帯状況がグループホームの入所者が利用されるよう

にとなっておりますけども、施設入所者が利用するということは、もうちょ

っとね、よく考えんといかんですね。おそらく、いろんな問題で使われてい

くのではないかと。これが例えば独居であるとかでしたら、理解できるので

すが。こういう問題は施設の方で対処していかないと。施設で解消できませ

んから、じゃこういうお願いしましょうとなりますと、またいろんな問題が
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D 委員 

 

 

 

 

 

 

申請者 

 

 

 

 

 

 

 

 

D 委員 

 

 

 

 

副会長 

 

 

 

 

 

でてくるんではないか。私は施設の入所者はちょっと外した方がいいのでは

ないかとの考え方なんですが。私の個人的な見解ですみません。 

 

 

はい、ありがとうございます。合意するか否かの協議に入ります前に、申

請者がいらっしゃるので、ご質問等がございましたら、申請者の方にしてい

ただきたいのですが。いかがでしょうか。 

 

 

運転者のところなんですけど、２人で運行されていて、一種免許なんです

ね。福祉有償運送運転者講習の修了証を見ると、51 条の 16 というのは福祉

有償運送のことなんですよ。ということは、これを受けた方は福祉車両のみ

でないと運転できません。セダン型がありますが、セダン型は乗れないんで

すよ。セダン型は乗らないということで、申請されるのでしょうか。 

 

 

よろしいでしょうか。今現在、福祉車両というのは１台、セダン型が１台

とありますけれども、この登録の初期の段階でドライバーというのは、我々

２人なんですけども、地域の方がどれだけ登録されるのか、実際のところで

すね、講習をヘルパー２級相当を取り、この講習を受けないことにはなれな

いので、登録を先にし、運転者というのは一種免許しか持っておりません。

ただ、希望されるボランティアとかがですね、協力してくれることには、ド

ライバーも一種免許でも乗られるかと思いますけども。 

 

 

一種免許の方がですね、代替講習を受けないとセダン型は使えません。う

ちの方で代理認定講習を受けるんで、きちっと２つのセダン型及び福祉有償

運送の講習を受けないと無理ということです。 

 

 

補足ですけど、資料の 25 ページにあります、参考ということで、道路運

送法施行規則に定める要件の②の運転者に求められる要件ということで、今

D 委員がおっしゃった部分が、中段のところにですね、福祉自動車以外の自

動車を使用する場合にあっては、というところで、例えば介護福祉士とか、

国土交通大臣が認定する講習ですけど、これはセダン型講習という、長崎で

あれば新西海自動車学校で受けることが可能です。参考までに。 
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会 長 

 

 

 

D 委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

はい、ありがとうございます。対価の方とかその他につきましても、ご意

見・ご質問ございませんでしょうか。タクシー運賃の半分というのは満たし

ているとは思うんですが、それについて、申請者に質問等ございませんでし

ょうか。 

よろしいでしょうかね。 

 

 

それでは、ご意見も無いようですので、これより合意について協議をいた

したいと思います。申請者の長崎福祉サテライトの担当者の方は、一時、退

室をお願いいたします。 

 

（申請者退室） 

 

それでは、長崎福祉サテライトさんから提出されました、登録申請につい

て、ご意見をお伺いしたいと思います。 

 

 

先程から申し上げている、全てを否定するというわけではないんですけど

も、こういう介護認定等がまったくない、こういう事例があるのかもしれま

せんけども、ここの場でしか話す機会が無い訳ですので、何らかのですね、

認定というものがないとですね、拡大解釈され、それが際限なくこう広がっ

ていってですね、僕はそれが問題かなと思います。 

 

はい、いかがでしょうか。今の A 委員のおっしゃったことも、私も理解でき

ます。 

 

 

私も A 委員のおっしゃったようにですね、何らかの特にこれ法律のっとっ

てお願いをしているから、法律に定められている範囲内で、これをクリアし

ないと、安易な事でしてたらこれは段々増えてしまって収拾がつかなくなる

状態になりかねないと思います。特に事務手続きにおいて、先程わたしが申

し上げたように、福祉車両しか運転できないということですが、それで、認

可を得た場合、これはもう我々自身もわからない訳ですから、きちっとした

ひとつの法律に沿った形で運行してもらうというのが一番安全であるんで、
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G 委員 

 

 

 

副会長 

先程、A 委員が言われたように、ニのその他の身体障害の中でも、やっぱり

ひとつの介護保険の認定とかきちっと受けた中での利用者というのが必要な

のかなと思います。 

 

 

先程のグループホームとか、デイサービスとかも、そういったとこの送迎

とかですね、施設を利用するための通院とかいったところの部分の表現につ

いては、それは自家用の範疇ということで。これはあの、皆さんご存じだと

思いますが、自家用車で、有償で、自動車を使用して、人を運ぶということ

がタクシーとか、バスとか許可いりますよということで、自家用車で、お金

をいただいて、運送した方がいいかなというところの分についてでございま

すので、グループホームというところであれば、送迎とかですね、施設を利

用するところであれば、自家用の範疇でということですよね。そこが、運ん

でいただくっていう話になると、要するに自家の使用なのか他人の使用なの

か、そこを整理していただければ。 

 

 

いろんな意見がありましたけどね、黙って聞いとけばですね、私は内容的

に詳しくないからわからんとですけどね、ひとつ気になるのは、ここで今日

これを受けたら、どうなるんですか、まず協議をやる。皆さんがおっしゃる

ことは、審査の対象となっていないということですか。例えばですよ、一種

の免許では運転できないとか、受け付けるだけで、内容を見ないということ

ですか。それはないでしょ。それは分かってます。 

 

 

ここで合意を諮られて、この運営協議会でこういった方々を運んでいくと

か合意されたところで、私のところに申請がくるんです。それは私のほうで

いろいろな要件を見ます、今日はこういった申請がありますので、皆さん合

意を、というところなんです。 

 

 

いまからということですか。申請を受け付けている段階というところなんで

すね。 

 

 

こういうふうに、福祉有償運送の登録をしたいと申請があったので、協議
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会の中で皆さんの、合意を諮らせていただいたということです。それで、い

ろんな要件とか、運転手とか車両とかは、ご意見があってそれはこうだって

いうのはいいんですけど、最終的には、私どもの方でチェックいたします。 

 

 

それは、わかりました。地域のことを今おっしゃったでしょ。あれを受付

をするときには、なんか紙かなんかに書いて、こういう地域だから必要なん

だと書いてないんですか、どっかに。書いていないんですか。 

 

書いてありますよ。それでですね、そこで、勝手に運営協議会の合意を諮

らずに、運輸支局に登録の申請をするということは無いんですよ。いきなり、

ここに諮らずに、自家用有償運送を登録申請するということは無いですよ。 

 

 

今の話で言いますと、ここで聞いて初めてここの地域だというのがわかる

んですよ。こういう地域が、言われてぱっとイメージが涌くわけでないし、

なんかそういうものが事前に、こういう地域だというのがわかっていれば、

我々も予備知識で地域に関する運送のことは分かるから、もしよければ、出

していただければですね、いいのかなと思うんですけども。 

 

 

今日の申請に関しまして、もう少しご協議いただきたい。今は意見があっ

たのは、要介護とか等級を、このあたりを少しこう明確していただけたらと

いうのが、ひとつの論点でしたね。もうひとつは、グループホームにいらっ

しゃる方について、もう少し具体的にご意見をいただけたらと思います。 

 

 

グループホームの入所者の方は、事務局の方も大変悩んで受付をさせてい

ただきました。入所の方は当然、施設の方がお世話をするというのがあるん

ですけど、グループホームというのは、他の特別養護老人ホームであったり、

こういった入所系の施設ではなくて、居住系の施設になっており、皆さんが

共同で生活するというのが、このグループホームの主旨になっております。

ですので、利用者ご自身の意見であったり、思いであったりというのは、多

少、居住系の施設ですので尊重します。施設の方がきれいに全部介助をする

というような入所系の施設ではなくて、認知があっている方が、地元で共同

で生活をすることによって、自立を促していくような施設になりますので、
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この中にご自分の意志で趣味の参加をしたいと、ひとりでお出かけをしたい

という意志をお持ちだったら、施設の方が全部ついていくのは負担になるの

であれば、こういった福祉有償運送を利用するのも、ひとつの方法としてあ

るのではないかと。事務局の方が、意見として求めるのではなくて、事務局

の方ではねるのではなくて、この運営協議会の中で協議をしていただきたい

という思いで、ここには載せておりますので、これがふさわしくないという

のであれば、そういった判断をしていただいて結構だと思います。ただグル

ープホームというのが、入所系の施設ではないということが、ここの場に載

せたという事務局の理由です。 

 

 

はい、ありがとうございます。いまの事務局の説明について、半分納得し

たような気持ちなんですけど。確かによく説明を聞いているとそうなんです

よね。集団で生活していると、確かにそういうのがあるのかもしれません。 

 

 

もう少し、説明とかデータとか出されると、私どもは納得して、ああいい

なと思うんですけど、おっしゃることはよくわかんないと言いますか、大変

さは大変さはと言われると、私もよくわからない。データで出していただく

と、ああ、なるほどと。タクシー以外の福祉有償運送が必要なんだなという

のがわかるんですけど、今の状況ですとわかりにくい。そういうのがもっと

説明がほしいと思いました。 

 

 

グループホームの方は、要介護１ということで、やはり、本人の希望でこ

ういうことがあり、また、グループホームの方が対忚できないということで

あれば、やはり、考えるべきであるとは思います。事務局が言われたように、

グループホームというのはホームの中だけで、生活されている。要支援とか

要介護とか、障害であれば考えないといけないかなと思います。 

 

 

はい、ありがとうございます。皆様、グループホームについてはいかがで

しょうか。事務局の説明でかなり納得していただけたのではないかと思いま

す。ただ、一点だけ、要介護、等級とか、その辺で少し歯止めをかけるよう

な考え方は必要なのかもしれませんね。 
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要支援の方は、やはり歩行困難と書いても、どこが困難なのかをというよ

うなことをもう少し詳しく書いてほしいと思います。要介護１と書いていれ

ば、介護が必要な方ということになりますので、要介護１となっているのだ

から、私はそういう手当をしてあげないといけないのかなと思います。 

 

 

はい、ありがとうございます。どうしましょうか。今回の申請を、そのま

ま合意という訳には行かないとは思いますけれども。その当たりをもう少し

こう、第１点は、申請者の対象者の範囲ですね。しっかりと、例えば、イ・

ロ・ハ・ニの中の、イ・ロ・ハにするとか、少なくとも、何も無いというか、

要介護度と等級が何も無いといのはやっぱり、その当たりの少し縛りをかけ

たいというのがひとつ。それから D 委員がおっしゃっておりましたけども、

運転者の講習の話ですね。その当たりは講習を受けるか、２種免許を持って

いる方を入れていただくと。いかがでしょうか。やり方はいくらでもあると

思います。 

今回は合意しませんという言い方と、もう一つは２つの条件を課して合意

します。今回は要介護度・等級なしの方について、この方を外していただく

のか、あるいは認定申請をしていただくか、それからもうひとつは、運転者

の講習を受けるのか、あるいは、２種免許を持っている方に入っていただく、

の条件を課して合意します。 

 

 

条件を付して合意するというのは、合意をしていただいた後、登録する申

請の際に、合意が調ったことを証する書類の要件を満たしていなければ私は

合意しません。その条件は合意に至るまで条件ということでいいんでしょう

けども、条件を付してというところは必要ない。合意したという要件を満た

してなければ、私は登録しないということになります。申請は私の方で受け

付けます。あと旅客の範囲とか今回はありませんけど、利用の目的というと

ころで、皆さん合意しますということであれば、後は登録する・しないは、

私どもの判断になります。 

 

 

そうしますと、この状態で合意します。ただし、こういう問題点がありま

すのでそれを改善してください、という意見をつける。 
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旅客の範囲についてでは、今介護度がない方がお一人いらっしゃって、そ

ちらについては、整理をしていただくというようなことで、協議会としては、

よろしいというようなことでいいでしょうか。申請の要件については最終的

に運輸局の方で、判断をしていただきますので、そちらの方での、申請者の

方に手続きをしていただくとして、うちの方では旅客の範囲であったり、こ

ちらの要件であったりということで、合意をするということで、整理をする

ということでよろしいでしょうか。 

 

 

これでよろしいと思うんですけど、繰り返しになりますけど、利用の目的

というのは、決まりは無いんですけど、気分転換の為の公園の「気分転換」

が必要というのを誰が判断するのか、趣味のための講座もこの講座しかダメ

というのはないんでしょうけど、あくまでも福祉有償運送で、福祉のために

というところの部分ですね、福祉有償運送というのは。そこは要件の分で、

ありますんで。あとグループホームとかの部分も、同意書の欄には文言を入

れませんけど、最終的に登録はいいですよと、私がいろいろ要件を確認する

んですけど、ここで決まったということであればこういったところはいいよ

ということになります。そこを改めて、申請を必要とされる方にどうなって

いるか、こういうことですよ。あと、違う利用目的でといったところの部分

は、そういうときは、協議会に報告するのか、いやそれはいいというふうに

なるのか、いままでは通院の目的とかいうところで、限定されていたんで、

そこを皆さんの合意で、いや聞いていなかったとか、いやそういうことでは

なかったとか、そういう議論が無いとしたところは押さえておく必要があり

ますので。 

 

 

あの、今考えてみて難しい問題だろうと思うんですよね。福祉有償運送で、

利用目的というのは、法律上は明記されていないというのが基本ですよね。

その中でじゃあ、認めるのか。あるいは、行くもなにも、そこに行くか、行

かないかというのは、完全な自由という訳にはいかないと、その中で、この

協議会が果たす役割っていうのはやっぱりあると思うんですよね。 

 

 

難しい問題だと思いますね。例えば、グループホームの方々の趣味の講座

の参加というのは理解できるんですけど、これは、やっぱりあの認知症を進
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行させないために、そういうものに参加して遅らせるとか、治療の一環みた

いなものですよね。 

 

 

基本はやっぱりこの地域に福祉タクシーが走ってないということじゃない

ですか。気分転換の外出というのは、ここは別に福祉は入っていないようだ

けれども、ここをどう判断するために、もう少しこの申請書の内容の資料を

つけていただいて、あくまでも、この基準がありますよね、これに沿うよう

な形での申請書ができあがらないと、おそらく運輸支局も大変でないかと。

また、地域の住民の方々が困っているんですよというのは、そこは、ここの

地区に限らず、他の地区も多々あるんですよね。だから、こういうことをす

るんですよというのは、福祉有償運送の主旨には沿わない。あくまでも、要

介護とか、要支援とかいう人の生活の困っているから運ぶんですよというも

のだろうと思うんですね。ですから、ボランティアでやってますよ、何々で

やってますよというのは、それは、あなた方の申請者の事情であって、申請

の理由ではない。ボランティアであるとか、住民の要望があるとかですよ、

それは理由ではないと思うんですね。あくまでも、基本はここの、ガイドラ

インの抜粋の中の要件に沿うような要件を備えてないと、認可とか許可とい

うのは、おそらく民間とか旅客の側もむずかしいのではないかなと。役所の

方の所でも同じかなと。 

 

 

申し訳ないですけど、こちらの身体等状況票の方にですね、旅客をあげて

ありますが、かなり申請者の方とお話しをさせていただいたんですが、会長

さんや副会長さんが言われたように、規制がないものですから、私達が申請

の前の段階で、こういう人を旅客にいれてはいけないという理由というのが

見えなかったんですよね。あくまでも協議会の中でのお話しの中で決まるこ

とになるので、この人をこの旅客の中にいれてはいけませんよというのが、

事前にはねることができないというか、はねる根拠がないので、事務局とし

ても、ただ事情は詳しく説明してくださいね、こういう事例はいままでない

ですから、説明は必要となりますよというのだけは、再三申請者の方には言

ったんですけども。最終的には協議会の中で合意するか否かを決めていただ

くので、私どもとして事前にというのは難しかったというのが実情なんです

ね。十分、いままで出てきたのと違いますので、そこが問題になるというの

は考えてはいたんですけども。ですので、やはり協議会の中で、ここについ

て、説明が必要だということであれば、こういうことお話して追加資料を提
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出してくださいなり、なんなり、お話があってはいいのかなとは思います。 

 

 

よければですよ、例えばですね、今言われていたことなんですけど、やっ

ぱり気分転換とか、実際主旨が違うのかなと、むしろそういったのはだめで

すよと、言ってもらった方がすっきりするんですけども。本当に差し迫った      

やはり通院とか。 

 

 

法律上はまず、利用の目的の規定はない。さっきの、37 ページの要介護度

なし。この方、実は運送しようとする旅客の範囲の中の、イ・ロ・ハ・ニの

ニに該当する。これは、ただし、やり方ですよね。二に入る可能性はある。

ですから事務局としてはそういう対忚をとっている、ということですね。で

すから、ある程度この協議会に実は任されていると言うことでもあるんです

よね。今そのためにその議論をしているんですけども、少なくともその、運

送しようとする旅客の範囲の中では、二というのはあんまり、きちっと理由

が認められる場合以外は、少し歯止めをかけるのをしにくいので、そういう

ふうに言われてしまう可能性があるので、そこは少し気をつけましょうと。

次に意味は私はいいと思うんですよね。ただしですね、確かにこう、気分転

換という書き方はふさわしくないかもしれない。ふさわしくないかもしれま

せんけども、その中身を見ると、そうすることによって、福祉の効果は、一

定程度認められるんではないかな。というふうに私は解釈しております。例

えばそのさっきの協議の中でも説明しましたけども、２つの選択肢があるん

だと。合意できませんというのか、合意しますがこういうことなら合意しま

す。条件をつけて合意しますという２つのやり方があると思うんですけども。 

合意しませんというやりかたもあると思うんですよ。合意しませんという

理由は、少しその当たりを整理してきてください。という見方もあると思う

んです。いかがでしょうか。 

 

 

すみません、事務局の方から、次の審議事項もございますので、協議の予

定の時間も過ぎておりますので、会長さんがおっしゃられたように、皆さん

の同じ問題になっているのは旅客の範囲のことだと思いますので、旅客の範

囲についてもう一度、整理をし直してから、改めて協議を、第２回目の協議

を行うという一つの案と、今回ここの部分についての整理をきちっとしても

らって、そのことを条件に合意をする。というこの二つで会長さんの方から
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事務局 

どちらにしましょうかというふうにご提案をいただいているかと思いますの

で、こちらの方でご協議をいただいてもよろしいでしょうか。 

 

 

いかがでしょうか。まあ問題点は出尽くしたと思うんですよね。一つの大

きな問題というのは、どっかで歯止めをかけたいという気持ちがある。旅客

の範囲の中で、少なくとも、ニについては、明確な理由がある以外は避けた

い。ということでよろしいですか。具体的には３７ページですか、37 ページ

の方に関しまして、少し考えていただく、検討していただく。ということを、

意見とし付け加えるということでよろしいですか。 

 

 

合意する場合の条件は。 

 

 

条件というのを実際には判断されるのは、運輸支局の方ですから、許可す

るのは運輸支局ですから、さっき D 委員がおっしゃった、免許証の話という

のは、運輸支局の方で判断していただく。もちろん、それを条件としても構

わないと思います。 

 

 

具体的な合意が調った証明書ですけど、特に条件を付するところは無いと

思います。条件にもし違反したときはどうなるとか、どこにも書いていませ

んので、皆さんがそれはいいという判断が、いまの状況では材料が無いんで。

ですから改めて、今話す部分は旅客の範囲の部分ですから、もうちょっとく

わしい部分とか、先程私が申し上げた、今の琴海区域のタクシーの、福祉の

車両のと併せてやるとか、そういったところも改めて、資料を提出いただい

て、そこで最終的に、合意をというのがいいのではないんでしょうか。 

条件を付したときに、条件を記載したものを私が見たときに、その条件が

皆さん合意しているかどうかというのが、私どもが判断しようがない。だか

ら、今回は条件を付すというところは申請者に伝えて、資料を提出していた

だいいたところで、最終的に確認、作成しますということになろうかと思い

ます。 

 

 

もう一度協議会を開いて、ということですかね。 
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いろいろ意見が出たけど、最終的にはよくわからないというところがある。

というのが、西海市も運営協議会をやっていますから、こちらの方ではこう

いうやり方、あちらの方ではこういうやり方。それは運営協議会の合意です

から、それはそれでいいんですけど、そこはみなさんが共通の認識を持って

いただいた方がいいんだということです。 

 

 

いかがでしょうか。 

 

 

もう一度した方がいいと思います。条件の資料をもう一度提出していただ

いて、もう一度開催したほうがいいと思います。 

 

 

副会長がおっしゃったように、この利用目的の書きぶりですね。条件を付

け加えて、整理していただいいた方がいいと思います。 

 

 

よろしいですか。じゃあ、こういうことでいきたいと思います。次回の運

営協議会で再度協議したいと思います。皆様の意見を申請者にお伝えしたい

と思いますので、ここで、長崎福祉サテライトさんに再度入室をお願いした

いと思います。 

 

（申請者入室） 

 

今回の長崎福祉サテライトさんの登録申請については、今、協議をいたし

ました。残念ながらですね。合意には至りませんでした。 

理由は、いくつか意見が出たんですが、ひとつは、運送しようとする旅客

の範囲のなかで、問題となったのはですね、37 ページの上段の方です。要介

護度・等級、これについて無しと。ようするに、別冊資料①の３ページをご

覧ください。運送しようとする旅客の範囲の中でイ・ロ・ハ・ニ、この中の

この方はニに該当するということなんですね。この協議会としては、明確な

理由が無い限り、少なくともイロについては無条件に OK にしますけども、

ハニについては、少し慎重に議論したい。特に二に関してはですね、やっぱ
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りあの、明確な理由がないという。私たちは、実際の具体的な状況がわかり

ませんので、もし、本当に必要であれば、本当に必要であるという理由をも

っと明確に示していただきたい。ということでございます。 

それから、もうひとつはですね、利用の目的について。これは書き方だろ

うと思うんですが、気分転換のためとか趣味の外出というのは、やっぱりそ

の福祉、こういうシステムを使って運行するにふさわしい理由なのか。確か

にですねこれだけじゃありません。必要とする理由というのを書かれていま

す。でも、書き方があるんじゃないでしょうか。気分転換をして、気分転換

をすることによって、今の状況が改善されるとかですね、そういう書き方は

あろうかと思います。やっぱり皆さん合意しやすいような書き方にしていた

だけたらと思います。 

デマンドタクシーの状況は、よくわかりました。 

もうひとつの、福祉タクシーの状況です。琴海地域の福祉タクシーの需要

はたくさんあるかもしれないし、私たちには状況はわかりません。そのあた

りをもう少しこう、しっかりと情報を出していただきたい。福祉タクシー、

例えば、全然台数がこう足りないだとか、そういうことも調べていただいて

ですね。 

運転者につきましても、２種免許を取得した方が必要になると、あるいは、

講習を受けるのか。というふうなことが必要になると思います。 

こういうふうな内容を充実・整理していただきまして、再度、協議をした

いというふうに思います。 

再度、申請いただいて、次回の運営協議会で、再度協議いたします。 

 

 

質問をよろしいでしょうか。旅客の範囲のニの肢体丌自由の部分を明確に

ということですが、肢体丌自由の状態を例えば、明確にということですが、

例えば、どのようなものがあるのでしょうか。 

 

 

私たちは具体的に専門ではありませんので、丌自由という形をもう少し詳

しく説明をと思います。 

 

 

国土交通省と厚生労働省で、旅客の範囲についての判定というところで、

障害とか疾病を証するものとして、医師の診断書とかですね。それが無理で

あれば、地域包拢支援センターとか、障害者生活支援センターなどで作成し
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た身体状況とかというところです。まあ、これじゃないといけないものでは

ないんですけど。ようするに、身体などがご丌自由なというところを、何を

もって判断するかというところを、こういった専門的なところからのものに

なろうかと思います。 

 

 

いま、説明がありましたけども、もう少しよろしくお願いいたします。よ

ろしゅうございますか。 

それでは、次の議題に移りたいと思いますので、申請者は、席の移動をお

願いいたします。 

 

（申請者、席の移動） 

 

次に次第の「２議事」の「（１）協議事項」の「イ旅客から収受する対価の

変更について」ご協議いただきます。 

申請者は、本協議会委員でもある浦上の丘福祉支援サービスさんですが、

先程と同様、申請者席にご移動をお願いいたします。説明を求められた際に、

随時、説明を行っていただきます。また、合意するか否かの協議の時間帯は、

退室をお願いいたします。それでは、浦上の丘さん、申請者席へ移動をお願

いいたします。 

 

（申請者、席の移動） 

 

 事務局の方から説明いたします。 

それでは、浦上の丘福祉支援サービスさんから提出された申請資料について、

事務局から説明いたします。資料は、お手元に配布しております、「運営協議

会資料」の２ページから４ページになります。資料の３ページをご覧くださ

い。 

 今回、浦上の丘福祉支援サービスさんから、平成 26 年４月からの消貹税

の増税や燃料貹の高騰により、現状の対価では運営が厳しいことから、対価

の変更の申請があっております。 

変更前、変更後の対価を記載しております。変更前は、２㎞未満 200 円、

2 ㎞以上 4 ㎞未満 400 円、4 ㎞以上 5 ㎞未満 500 円、5 ㎞以上 10 ㎞未満 600

円、10km 以上が 700 円と上限がございましたが、変更後は、２㎞以下は 200

円、２km を超えた場合は１km につき 100 円を加算となっております。この

変更により 7 ㎞を超えた部分が変更されることになります。2 ㎞未満はその
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ままですね、3 ㎞未満が 300 円、4 ㎞未満が 400 円、5 ㎞未満は 500 円、6

㎞未満は 600 円になりますので、7 ㎞未満が今まで 600 円となっていたとこ

ろが 700 円、800 円と段階を経て上がっていって、上限で 700 円となってい

たところが、1 ㎞増すごとに 100 円加算というような対価の設定となってお

ります。 

また、今回、運送の対価以外の対価としまして、介助料として 30 分ごと

に 500 円が設定されております。その裏、４ページをご覧ください。運送の

対価につきましては、タクシー上限運賃の概ね 1/2 の範囲内であること、運

送の対価以外の対価について実貹の範囲内であることとなっておりますの

で、この変更するにあたって積算された資料を載せておりますのでご参照く

ださい。また、資料の１ページにも、旅客から収受する対価について、他の

事業所と併せてまとめておりますので、ご参照いただければと思います。説

明は以上です。 

 

 

はいありがとうございます。ただいまの説明について、委員の皆様から何

か質問、意見等ありませんか。 

よろしいでしょうか。 

 

それでは、ご意見も無いようですので、これより合意について協議いたし

ます。申請者の浦上の丘福祉支援サービスの担当者の方は、一時、退室をお

願いいたします。 

 

（申請者、退室） 

 

それでは、浦上の丘福祉支援サービスさんから提出された旅客から収受す

る対価の変更申請について、ご意見をお伺いしたいと思います。 

 

 

12ｋｍ以上はどうなるんですか。1,200 円が上限ですか。 

 

ずっと 100 円足していくような形になりますので。1,200 円が上限ではな

く、ずっと 100 円追加されていくような形になります。 

 

 

 よろしいですか。他にございませんでしょうか。 
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いままで上限があったのが上限をとっぱらった。そういうことですね。 

よろしいですか。 

それでは、大きな変更ではないと思うのですが、浦上の丘福祉支援サービス

さんの変更申請につきまして、合意することとしてよろしいでしょうか。 

 

 

異議なし 

 

 

それでは、浦上の丘福祉支援サービスさんの変更申請については、合意す

ることといたしました。協議の結果を申請者にお伝えしたいと思いますので、

ここで、浦上の丘福祉支援サービスさんに再度入室をお願いしたいと思いま

す。 

 

（申請者、入室） 

 

今回の浦上の丘福祉支援サービスさんの変更申請につきましては、協議の

結果、合意することとしましたので、よろしくお願いいたします。なお、「運

営協議会において協議が調ったことを証する書類」については、後日、事務

局より交付されることになります。 

 

 

 次の議事に移りたいと思います。浦上の丘さんは、委員の席にお戻りくだ

さい。 

 

（申請者、席の移動） 

 

 ちょっと提案ですけど、時間が大幅に過ぎておりますね。報告事項ですね、

次回にするよりは、もう、簡単にしていただいて、いかがでしょうか。 

では、簡単にお願いいたします。 

 

 

報告事項の資料は、「運営協議会資料」と「別冊資料②」なります。まず、

資料の 5 ページ、6 ページになっております。事業者のほほえみながさきさ

んと、浦上の丘支援サービスさんと、恵仁会さんからご提出いただいた資料

については、事務局の方で内容を審査・確認させていただいております。「会
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員数の推移及び輸送実績一覧」及び「運送回数・対価等の推移」については、

資料の 5 ページ及び 6 ページに記載をしております。 

また、その他、変更点につきまして報告いたします。8 ページ、ほほえみ

ながさきさんで、運行管理の責任者で、3 番の河本さんが追加となっており

ます。その関係上、専従する責任者等と運行管理の責任者が河本様に変更に

なっております。事故、苦情はございません。 

ほほえみながさきんの、登録者数で、新たに会員になった方ですけど、３

ページの番号 37 から４ページの番号 42 までの６人となっております。６人

の方については、それぞれの身体状況票を添付しておりますが、６人の方す

べて、身体障害者 1 級をお持ちで、人工透析による通院を目的としておりま

す。 

次に浦上の丘さんですが、こちらについても、前回の報告から、運行状況、

運行車両の数等に変更はあってございません。事故、苦情件数ですが、どち

らも０件となっております。新しく旅客となった方については、身体等状況

票が、15 ページから 25 ページまでとなっております。この中で、要支援の

方が 21 ページ、下段の方になります。他の方は要介護の方になりますので、

この方だけご説明をさせていただきます。要支援 2 の方で 71 歳男性、ご家

族と同居されています。自宅から車道まで約５段の階段があり、現在慢性腎

丌全、慢性貧血、糖尿病、白内障があり、下肢筋力の低下に伴い、歩行には

ふらつきが見られます。透析患者であり、透析後に血圧が上昇することが多

く、ふらつきがあるため、移動・移乗時は転倒に注意しながら、介助員が対

忚を行うという状態の方です。利用の目的は通院となっております。 

最後に、恵仁会さんでございますが、恵仁会さんは、特に前回の報告から

変更はございません。旅客についても新たに登録された方はおりませんので、

身体等状況票もつけておりません。 

以上、変更点と協議に係る分だけご説明をさせていただきました。 

 

 

 はい、ありがとうございます。ただいま事務局の方から説明がございまし

た。委員の皆様から何か質問、意見等ありませんか。 

よろしいですか。 

 

まあ、大きな変更はないということで、よろしいですかね。 

 

それでは、最後に次第の２議事の（３）その他の「自動車事故報告につい

て」ですが、副会長より連絡事項があるということで、お願いいたします。 
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すみません。時間もありませんので、資料の 7 ページ。ご覧頂いて、自動

車事故は、報告する事故とありますけども、こういった事故の起こした場合

は事故報告書を提出していただくというところと、この運営協議会にですね、

そういうふうな運行管理とか運転手さんに出す資料とか、今後事故を引き起

こさないための対策というところ報告していただく。といいますのが、同じ

運営協議会でですね、この長崎でない地域で、坂道で、駐車したときに、ギ

アがバックに入ったままですね、車道でだまって車が後退して衝突し、怪我

するという、重体事故があっておりますので、それでみなさん御承知のとお

り、高齢者の交通事故死亡事故多発警報ということで言われますので、くれ

ぐれも事故が起こらないようにというところです。で、新聞記事ですね。長

崎ですと路面電車のですね、これはトラックなんですけど、こういったとこ

ろも含めてですね、十分に安全な運行をお願いしたいということです。 

 

 

はい、ありがとうございました。何か、今の。よろしいですね。 

本日の議題についてはこれで終了いたします。大幅に議事が遅れて申し訳

ございませんでした。 

事務局方から何か連絡事項とかございませんでしょうか。 

 

 

 誠に申し訳ございませんでした。 

先ほど、ご指摘をいただいた点についてはですね、この福祉有償運送運営

協議会というのは、先ほどもお話しがございましたように、輸送の安全の確

保、あと旅客の利便の確保に関する方策等を協議するということで、非常に

重要な位置付けですね、今後申請をなされる法人の方は、このことに関して

は慎重に対忚していくことが必要でございます。必要な事項については、今

後事業者の方にも資料を求める。あるいは皆さんの協議に必要な資料を出せ

るように、こちらの方も事務局としても配布していきたいと思います。 

 

次回の運営協議会では、引き続き、長崎福祉サテライトさんの申請につい

て、ご協議いただくことになるかと思います。次回の日程については、申請

者の資料の提出の時期を見て、会長と協議の上で決めさせていただきたいと

思います。以上になります。 
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会 長 

 

  

 

事務局から次回の日程等について、説明がありましたが、何か質問はあり

ませんでしょうか。 

よろしいですか。 

皆様、長時間ありがとうござました。本日の協議会はこれで終了いたしま

す。委員の皆様、お疲れ様でした。 

 


